
平
成
十
八
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

一

五

号

防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

笹

木

竜

三
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防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

機
構
に
関
し
、

�

「
庁
」
の
ま
ま
で
は
業
務
等
へ
ど
の
よ
う
な
支
障
を
き
た
す
の
か
、
防
衛
庁
を
省
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に

改
善
す
る
の
か
、
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
省
に
移
行
す
る
こ
と
の
具
体
的
な
必
要
性
、
意
義
及

び
効
果
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

諸
外
国
は
「
戦
力
」
で
あ
る
「
軍
隊
」
を
管
理
す
る
組
織
を
「
省
」
と
し
て
い
る
が
、
我
が
国
で
は
憲
法
上
の
「
戦

力
」
と
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
自
衛
隊
を
管
理
す
る
た
め
、
あ
え
て
「
庁
」
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
が
、
現
在

ま
で
「
庁
」
と
さ
れ
て
い
た
理
由
は
何
か
。

�

「
省
」
に
移
行
し
た
場
合
、
組
織
も
諸
外
国
と
同
様
の
扱
い
に
な
る
も
の
と
考
え
る
が
、
「
省
」
に
す
る
こ
と
に
憲
法

上
の
問
題
は
な
い
か
。

�

防
衛
庁
が
内
閣
府
の
外
局
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
よ
る
内
部
統
制
上
の
変
更
は
あ
る
の
か
。

�

内
閣
府
は
、
内
閣
の
補
助
部
局
と
し
て
総
合
調
整
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、
省
移
行
に
よ
り
、
位
置
付
け
の
変
更
は
あ

一



る
の
か
。

�

「
内
閣
の
首
長
」
と
し
て
の
内
閣
総
理
大
臣
と
「
内
閣
府
の
長
」
と
し
て
の
内
閣
総
理
大
臣
は
切
り
分
け
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
、
事
例
に
則
し
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

自
衛
隊
法
第
八
条
の
内
閣
総
理
大
臣
の
防
衛
庁
長
官
に
対
す
る
指
揮
監
督
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
シ

ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
実
質
的
な
変
更
が
あ
る
の
か
。

�

省
移
行
に
よ
り
、
国
の
防
衛
は
当
然
だ
が
、
安
全
保
障
全
体
や
危
機
管
理
問
題
の
主
任
大
臣
は
ど
こ
が
担
う
こ
と
に
な

る
の
か
。

�

自
衛
隊
法
第
八
〇
条
の
海
上
保
安
庁
の
統
制
に
つ
い
て
、
防
衛
大
臣
の
統
制
下
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た

理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
各
省
並
び
の
省
の
大
臣
が
、
他
省
の
組
織
を
統
制
下
に
置
く
こ
と
に
つ
い
て
、
問
題
は
な

い
の
か
。

１０

北
朝
鮮
の
核
実
験
宣
言
と
い
う
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
状
況
変
化
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
防
衛
庁
長
官
が
不
在
で
危
機
管
理
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
省
移
行
に
よ
っ
て
、
こ
の
態
勢
は
改
善
さ
れ
る
の

二



か
。

１１

省
移
行
及
び
防
衛
施
設
庁
の
統
廃
合
な
ど
に
よ
り
、
定
員
、
装
備
、
予
算
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

１２

省
移
行
に
よ
り
、
防
衛
参
事
官
の
設
置
趣
旨
に
変
更
は
生
じ
る
の
か
。

１３

省
移
行
に
よ
り
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
資
す
る
政
治
任
用
職
を
増
や
す
こ
と
は
考
え
な
い
の
か
。

１４

弾
道
ミ
サ
イ
ル
着
弾
に
際
し
て
の
国
民
保
護
に
つ
い
て
、
省
移
行
に
よ
り
、
手
続
き
上
の
改
善
は
図
ら
れ
る
の
か
。

１５

こ
れ
ま
で
自
衛
隊
が
海
外
に
展
開
す
る
際
、
テ
ロ
特
措
法
、
イ
ラ
ク
特
措
法
な
ど
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

徹
底
し
て
い
く
立
場
か
ら
は
問
題
の
あ
る
法
律
の
制
定
を
次
々
と
強
行
す
る
一
方
、
防
衛
庁
は
説
明
責
任
を
果
た
し
て
き

て
い
な
い
。
省
移
行
に
よ
り
、
国
会
に
対
す
る
説
明
責
任
は
改
善
さ
れ
る
の
か
。

１６

日
米
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
（
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ａ
）
の
「
付
表
�
」
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
物
品
・
役
務
の
提
供
は
国
内
法
上

の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
限
り
行
わ
れ
る
が
、
協
定
第
一
二
条
三
項
た
だ
し
書
に
よ
り
、
「
こ
の
協
定
の
付
表
�
は
、
両
当

事
国
政
府
の
合
意
に
よ
り
、
こ
の
協
定
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ

た
か
も
「
交
換
公
文
で
法
律
を
追
加
す
れ
ば
世
界
中
で
自
衛
隊
は
米
軍
の
後
方
支
援
が
で
き
る
」
よ
う
に
読
め
る
。
新
法

の
あ
り
様
に
よ
っ
て
は
、
国
会
の
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
侵
す
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
あ
る
。
省
移
行

三



後
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ａ
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
新
法
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

二

防
衛
庁
・
自
衛
隊
に
よ
る
不
祥
事
に
関
し
、

�

自
衛
隊
に
関
す
る
不
祥
事
が
後
を
絶
た
な
い
。
防
衛
施
設
庁
の
入
札
談
合
事
件
、
海
上
自
衛
隊
を
中
心
と
す
る
薬
物
事

案
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
情
報
流
出
事
案
、
海
外
へ
の
無
断
渡
航
、
陸
上
自
衛
隊
第
四
戦
車
大
隊
に
お
け
る
小
銃

等
紛
失
事
案
、
海
上
自
衛
隊
大
湊
地
方
隊
に
お
け
る
ミ
サ
イ
ル
艇
か
ら
の
機
関
砲
誤
射
事
案
な
ど
様
々
な
不
祥
事
が
発
生

し
、
自
衛
隊
員
の
倫
理
感
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
不
祥
事
に
対
す
る
関
係
者
の
処
分
及
び
対
応
、
防
止
策

に
関
す
る
考
え
方
を
事
案
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

組
織
と
し
て
、
隊
員
の
綱
紀
粛
正
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
が
先
だ
と
考
え
る
が
、
あ
え
て
こ
の
時
期
に
本
法
律
案
を
提

出
し
た
理
由
は
何
か
。
防
衛
施
設
庁
の
入
札
談
合
不
祥
事
に
け
じ
め
が
付
か
な
い
中
で
の
省
移
行
は
、
焼
け
太
り
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

�

省
移
行
に
際
し
、
同
様
の
事
案
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
、
防
衛
施
設
庁
に
つ
い
て
も
組
織
、
業
務
の
抜
本
的
な
変
革
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
法
律
案
で
は
、
附
則
第
九
条
で
二
〇
〇
七
年
度
の
廃
止
、
防
衛
省
本
省
へ
の
統
合
及
び
体

制
を
整
備
す
る
旨
の
規
定
に
留
ま
っ
て
い
る
。
省
移
行
と
防
衛
施
設
庁
解
体
の
法
律
案
を
別
々
に
提
出
す
る
理
由
は
何

四



か
。

三

自
衛
隊
の
運
用
に
関
し
、

�

省
移
行
に
よ
り
自
衛
隊
の
運
用
管
理
に
変
更
は
あ
る
の
か
、
ま
た
変
更
が
あ
る
場
合
の
詳
細
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

�

自
衛
隊
員
の
採
用
時
の
服
務
宣
言
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
自
衛
隊
の
主
た
る
任
務
は
「
我
が
国
の
防
衛
」
や
「
公
共
の

秩
序
の
維
持
」
で
あ
っ
た
が
、
国
際
平
和
協
力
活
動
な
ど
の
任
務
が
加
わ
っ
た
場
合
、
隊
員
の
服
務
宣
言
の
内
容
に
変
更

は
あ
る
の
か
。

�

テ
ロ
特
措
法
に
基
づ
く
自
衛
隊
派
遣
の
よ
う
に
、
一
人
の
隊
員
が
複
数
回
派
遣
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
国
際
平
和

協
力
活
動
の
本
来
任
務
化
に
伴
い
、
現
場
で
任
務
に
あ
た
っ
て
い
る
隊
員
の
負
担
に
変
更
は
あ
る
の
か
。

�

省
移
行
に
よ
り
、
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
制
度
や
現
役
自
衛
官
の
勤
労
の
強
度
・
困
難
性
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
手

当
の
見
直
し
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

四

本
来
任
務
化
に
関
し
、

�

自
衛
隊
の
「
付
随
的
任
務
」
は
「
任
務
遂
行
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度
」
に
お
い
て
行
う
と
さ
れ
る
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活

五



動
、
国
際
緊
急
援
助
等
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
と
の
協
力
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
。

�

在
外
邦
人
等
の
輸
送
や
、
法
制
定
時
よ
り
あ
っ
た
機
雷
除
去
等
を
も
本
来
任
務
化
し
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
と
し
て
位

置
づ
け
る
の
は
な
ぜ
か
。

�

周
辺
事
態
に
お
け
る
後
方
地
域
支
援
等
や
国
際
平
和
協
力
活
動
が
本
来
任
務
と
さ
れ
て
い
る
が
、
法
改
正
に
よ
る
任
務

の
性
格
の
変
更
は
あ
る
の
か
。

�

本
来
任
務
化
に
よ
り
、
国
際
平
和
協
力
活
動
に
お
け
る
装
備
は
ど
う
な
る
の
か
。

�

我
が
国
の
防
衛
上
、
本
来
重
要
な
任
務
で
あ
る
は
ず
の
「
警
戒
監
視
活
動
」
が
、
本
法
律
案
で
も
「
調
査
研
究
」
の
位

置
付
け
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
が
、
変
更
は
な
い
の
か
。

�

北
朝
鮮
に
よ
る
地
下
核
実
験
問
題
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
問
題
な
ど
、
地
域
の
平
和
と
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
状
況

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ロ
特
措
法
に
基
づ
い
て
、
給
油
の
た
め
、
イ
ン
ド
洋
等
へ
自
衛
隊
の
艦
船
を
派
遣
し
て
い
る
。
省

移
行
に
伴
い
、
海
外
に
お
け
る
活
動
と
自
国
の
安
全
保
障
の
判
断
の
切
り
分
け
は
ど
う
な
る
の
か
。

�

テ
ロ
特
措
法
や
イ
ラ
ク
特
措
法
に
よ
る
自
衛
隊
派
遣
は
、
国
連
決
議
に
基
づ
か
な
い
活
動
に
我
が
国
が
協
力
す
る
も
の

六



で
あ
る
と
考
え
る
が
、
省
移
行
に
よ
り
、
テ
ロ
特
措
法
や
イ
ラ
ク
特
措
法
に
基
づ
く
活
動
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
は
変

わ
る
の
か
。

�

我
が
国
の
平
和
と
安
全
を
守
る
た
め
に
、
「
領
域
警
備
」
を
法
制
化
す
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。

�

国
際
平
和
協
力
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
と
は
別
の
組
織
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
を
ど
う
考
え
る
か
。

１０

国
連
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
国
連
平
和
維
持
活
動
等
の
活
動
は
、
「
国
権
の
発
動
」
に
当
た
る
と
考
え
る
の
か
。

１１

国
連
決
議
に
基
づ
く
活
動
に
、
武
力
の
行
使
が
含
ま
れ
る
場
合
、
当
該
活
動
は
、
憲
法
第
九
条
が
禁
ず
る
「
国
権
の
発

動
」
に
該
当
す
る
の
か
。

１２

海
外
に
お
け
る
活
動
は
、
現
在
、
軍
事
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
シ
ー
ム
レ
ス
活
動
の
必
要
性
が
増
し
て
お
り
、
そ
こ
に
焦
点
を

置
く
と
す
れ
ば
、
我
が
国
の
安
全
に
支
障
が
出
な
い
範
囲
内
で
、
し
か
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
原
理
原
則
を
定
め
る
べ
き

だ
と
考
え
る
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
む
の
か
。

右
質
問
す
る
。

七


